
 

 

 

 

 

 
 

 

【相続税・贈与税】《「令和 3 年度税制改正大綱」Ｐ45、41～42、42～43、43～44》 
改 正 案 

１．事業承継税制（非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例措置）【拡充】 
  非上場株式等に係る相続税の納税猶予の特例措置につき、次に掲げる場合には、後継者が被相続人の相続開始の直
前において特例認定承継会社の役員でないときであっても、本特例措置の適用を受けることができる（①は、一般制
措置についても同様とされる）。 
①被相続人が、70 歳未満（現行：60 歳未満）で死亡した場合 
②後継者が、経営承継円滑化法施行規則の規定により都道府県知事の確認を受けた特例承継計画において、特例後継 
者として記載されている者である場合 

２．直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等【拡充】 
 (1)令和 3年 4月 1日から同年 12 月 31 日までの間に、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋の新築等に係る契

約を締結した場合における非課税限度額が、次のとおり、令和 2年 4月 1日から令和 3年 3月 31 日までの間の非課
税限度額と同額まで引き上げられる。 
   現 行        改正案 
消費税等の税率 10％が適用される住宅用家屋の新築等の場合の非課税限度額 1,200 万円 1,500 万円 
上記以外の住宅用家屋の新築等の場合の非課税限度額 800 万円 1,000 万円 

（注）一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、上記の非課税限度額からそれぞれ 500 万円を減じた額とされる。 
(2)受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が 1,000 万円以下である場合に限り、床面積要件の下限が

40 ㎡以上（現行：50 ㎡以上）に引き下げられる。 
（注）上記の改正は、令和 3年 1月 1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用される。 

(3)特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例につき、床面積要件の下限が 40
㎡以上（現行：50 ㎡以上）に引き下げられる。 
（注）上記の改正は、令和 3年 1月 1 日以後に贈与により取得される住宅取得等資金に係る贈与税につき適用される。 

(4）税務署長が、納税者から提供された既存住宅用家屋等に係る不動産識別事項等を使用して入手等をした当該既存住
宅用家屋等の登記事項により床面積要件等を満たすことの確認ができた住宅が、本措置の対象となる既存住宅用家
屋等に含めることとされる。 
（注）上記の改正は、令和 4 年 1月 1 日以後に贈与税の申告書を提出する場合について適用される。 

３．直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置【適用期限の延長・見直し】 
次の措置を講じた上、その適用期限が令和 5年 3月 31 日まで 2年延長される。 

(1)信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合（その死亡の日において受贈

者が①23 歳未満である場合、②学校等に在学している場合、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講し

ている場合の、いずれかに該当する場合を除く。）には、その死亡の日までの年数にかかわらず、同日における管理

残額（＝非課税拠出額－教育資金支出額）を、受贈者が当該贈与者から相続等により取得したものとみなされる。 
(2)上記(1)により相続等により取得したものとみなされる管理残額につき、贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課さ
れる場合には、当該管理残額に対応する相続税額が、相続税額の 2割加算の対象とされる。 
（注）上記(1)と(2)の改正は、令和 3年 4月 1日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用される。 

４．直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置【適用期限の延長・見直し】 
  次の措置を講じた上、その適用期限が令和 5年 3月 31日まで 2年延長される。 

(1)贈与者から相続等により取得したものとみなされる管理残額（＝非課税拠出額－結婚・子育て資金支出額）につき、
当該贈与者の子以外の直系卑属に相続税が課される場合には、当該管理残額に対応する相続税額が、相続税額の 2
割加算の対象とされる。 
（注）上記の改正は、令和 3 年 4月 1 日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用される。 

(2)民法の成年年齢の引き下げに伴い、受贈者の年齢要件の下限を 18歳以上（現行：20 歳以上）に引き下げる。 
（注）上記の改正は、令和 4 年 4月 1 日以後の信託等により取得する信託受益権等について適用される。 
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【住宅・土地税制】《令和 3 年度税制改正大綱」Ｐ23～24、44、45、52》 
改 正 案 

１．住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除【拡充】 
(1)住宅の取得等で特別特例取得に該当するものをした個人が、その特別特例取得をした家屋を令和 3年 1月 1 日から

令和 4年 12月 31 日までの間にその者の居住の用に供した場合には、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特
別控除及び当該控除の控除期間の 3年間延長の特例を適用することができる。 

（注）上記の「特別特例取得」とは、その対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が 10%である場合の住
宅の取得等で、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間内にその契約が締結されているものをいう。 
①居住用家屋の新築 
…令和 2年 10月 1日から令和 3年 9月 30 日までの期間 

②居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは既存住宅の取得又はその者の居住の用に供する家屋
の増改築等 
…令和 2年 12月１日から令和 3年 11 月 30日までの期間 

(2) 上記(1)の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、個人が取得等をした床面積が 40㎡以上 50
㎡未満である住宅の用に供する家屋についても適用される。ただし、床面積が 40 ㎡以上 50㎡未満である住宅の
用に供する家屋に係る上記(1)の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例は、その者の 13 年間の控
除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が 1,000 万円を超える年については適用されない。 

（注）上記(1)と(2)について、その他の要件等は、現行の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除と同様とされる。 
(3）税務署長が納税者から提供された既存住宅等に係る不動産識別事項等を使用して、入手等をした当該既存住宅等の

登記事項により床面積要件等を満たすことの確認ができた住宅を、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別
控除の対象となる既存住宅等に含めることとされる。 

（注）上記の改正は、令和 4 年 1月 1 日以後に確定申告書を提出する場合について適用される。 
２．宅地等に係る固定資産税等の負担調整措置【拡充】 

(1)宅地等に係る固定資産税の負担調整措置は、令和3年度から令和5年度までの間、据置年度に価格の下落修正を行う措置
並びに商業地等に係る条例減額制度及び税負担急増土地に係る条例減額制度を含め、現行の仕組みが継続される。 

(2)(1)に加えて、令和 3 年度限りの措置として、次の措置が講じられる。 
①宅地等（商業地等は負担水準が 60％未満の土地に限り、商業地等以外の宅地等は負担水準が 100％未満の土地に
限る。）について、令和 3年度の課税標準額は令和 2年度の課税標準額と同額とされる。 

②令和 2年度において条例減額制度の適用を受けた土地については、所要の措置が講じられる。 
（3）宅地等に係る都市計画税の負担調整措置についても、 (1)と(2)の固定資産税の改正に伴う所要の改正が行われる。 
３．その他【適用期限の延長】 

(1)土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限が、令和 5年 3月 31 日ま 
で 2年延長される。 

(2)①宅地評価土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の 2分の 1 とする特例措置並びに、②住宅及び土地の
取得に係る不動産取得税の標準税率（本則 4％）を 3%とする特例措置の適用期限が、令和 6年 3月 31日まで 3 年
延長される。 

【中小企業税制（法人税）】《「令和 3 年度税制改正大綱」Ｐ68、72～73》 
改 正 案 

１.中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(税率を 15％とする特例)【適用期限の延長】 
  適用期限が 2年延長され、令和 5年 3月 31 日までに開始する事業年度について適用される。 
２．中小企業（法人）の経営資源の集約化に資する税制【創設】 

(1)青色申告書を提出する中小企業者（適用除外事業者に該当するものを除く。）のうち、令和 6年 3月 31日までの間
に、中小企業等経営強化法の経営力向上計画（経営資源集約化措置（仮称）が記載されたものに限る。）の認定を受
けたものが、その認定に係る経営力向上計画に従って他の法人の株式等の取得（購入による取得に限る。）をし、か
つ、これをその取得の日を含む事業年度終了の日まで引き続き有している場合（その株式等の取得価額が 10 億円を
超える場合を除く。）において、その株式等の価格の低落による損失に備えるため、その株式等の取得価額の70%以
下の金額を中小企業事業再編投資損失準備金として積み立てたときは、その積み立てた金額は、その事業年度の法
人税の計算上、損金に算入することができる。 

(2)(1)の準備金は、[1]①その株式等の全部又は一部を有しなくなった場合、②その株式等の帳簿価額を減額した場合等
においては取り崩して、その事業年度の法人税の計算上、益金に算入する。さらに、[2]その積み立てた事業年度終
了の日の翌日から 5 年を経過した日を含む事業年度から 5年間で、その経過した準備金残高の均等額を取り崩し、
各事業年度の法人税の計算上、益金に算入する。 
（注）上記の「中小企業者」とは、中小企業等経営強化法の中小企業者等であって、租税特別措置法の中小企業者

に該当するものをいう。 

 


